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令和７年横審第１号 

裁    決 

漁船Ａ漁船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  補  佐  人   １人 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官畑中充出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ａを戒告する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和６年７月１２日０４時３６分 

 茨城県高戸鼻東方沖合 

２ 船舶の要目 
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  船 種 船 名 漁船Ａ       漁船Ｂ 

  総 ト ン 数 ４.９トン     １.９トン 

  登  録  長 １１.９５メートル ８.１０メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関   ディーゼル機関 

   出    力 ４２１キロワット  １３４キロワット 

３ 事実の経過 

Ａは、船体中央やや船尾寄りに操舵室を配置し、同室前部中央に舵

輪、その右舷側に魚群探知機、機関監視計器盤及び機関遠隔操縦レバ

ー、舵輪左舷側にＧＰＳプロッター２台、汽笛として電子ホーンをそ

れぞれ備えた、機船船びき網漁業に従事するＦＲＰ製漁船で、ａ受審

人ほか１人が乗り組み、操業の目的で、船首０.３メートル船尾２.０

メートルの喫水をもって、令和６年７月１２日０３時３０分茨城県久

慈漁港を発し、同県大津漁港東方沖合の漁場に向かった。 

ところで、ａ受審人は、日頃、操船中に魚群探索を行う際、操舵室

後方の入口に操船用の渡し板を取り付け、同板に立った姿勢で操舵室

越しに前方を見ながら遠隔操縦用装置を用いて操舵を行い、同じ立ち

位置で時々下方を向いて操舵室内のレーダー及び魚群探知機の画面に

視線を移し、反応を確かめては視線を戻すことを繰り返して操船に当

たるようにしていた。 

ａ受審人は、昨日の漁場に先行した久慈漁港の同業の漁船から魚群

がいないと情報を得て、魚群を探索しながら北上することとし、０４

時２６分半僅か前茨城県高萩市に所在する標高３５.８メートルの三

等三角点高戸（以下「高戸三角点」という。）から１５１度（真方位、

以下同じ。）３.０海里の地点で、針路を０２６度に定め、１３.０ノ

ットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵により進行した。 

ａ受審人は、２海里レンジでノースアップ表示としたレーダーを作
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動させ、魚群探知機の画面を見ながら魚群の探索を行っていたところ、

０４時３３分半僅か過ぎ高戸三角点から１２０度２.５海里の地点に

達し、左舷前方１,０８０メートルのところに、Ｂの映像を認め、同

船を初認した。 

ａ受審人は、０４時３４分高戸三角点から１１８度２.５海里の地

点に達したとき、Ｂが、左舷船首９度９００メートルのところとなり、

その後前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する状況で

あったが、同船を初認したときにほとんど移動していないように見え

たので、一見して伊勢えび漁の揚網中の漁船であり、そのままＢと航

過距離を保って無難に航行できるものと思い、同船に対する動静監視

を十分に行わなかったので、この状況に気付かなかった。 

こうして、ａ受審人は、警告信号を行わず、間近に接近しても、衝

突を避けるための協力動作をとらずに続航し、０４時３６分僅か前船

首至近にＢを認め、右舵一杯としたものの、効なく、０４時３６分高

戸三角点から１０８度２.５海里の地点において、Ａは、原針路及び

原速力のまま、その船首がＢの右舷船首部に前方から７７度の角度で

衝突した。 

当時、天候は曇りで風力１の南風が吹き、潮候は上げ潮の中央期に

あたり、視界は良好で、常用薄明の始まりが０３時５８分、日出時刻

が０４時２８分であった。 

また、Ｂは、船体中央部に操舵区画を配し、同区画中央に舵輪、そ

の右舷側にレーダー、舵輪左舷側にＧＰＳプロッター、魚群探知機及

び機関操縦レバーをそれぞれ備えた一本釣り漁業に従事するＦＲＰ製

漁船で、ｂ受審人が１人で乗り組み、操業の目的で、船首０.３メー

トル船尾１.０メートルの喫水をもって、同日０３時５０分大津漁港

を発し、高戸鼻東方沖合の漁場に向かった。 
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  ところで、Ｂが行う一本釣り漁業は、ひらめひき釣り漁と称され、

ひらめを主な対象とし、船尾甲板に備えた１本の釣りざおから出した

幹糸の先端に、生餌を釣針に付けた仕掛けを装着した潜航板をつなぎ、

水深に合わせて電動機で幹糸の伸出量を調整し、同甲板左舷側に設置

した操業用の椅子に腰を掛けた姿勢で、２.５ノットないし３.０ノッ

トの速力でひき、ＧＰＳプロッターを見ながら仕掛けが海底の岩場の

近くを通過するように操船するものであった。 

ｂ受審人は、０４時２０分前示漁場に到着し、幹糸を約４０メート

ル出した状態で操業を行い、０４時２２分半少し過ぎ高戸三角点から

０９８度２.０海里の地点で、針路を１３９度に定め、２.８ノットの

速力で、手動操舵によって進行した。 

ｂ受審人は、０４時３３分半僅か過ぎ高戸三角点から１０６度  

２.４海里の地点に差し掛かり、右舷前方１,０８０メートルのところ

に北上するＡを含めた５隻の漁船を目視で初認し、０４時３４分高戸

三角点から１０７度２.４海里の地点に達したとき、Ａが、右舷船首

５８度９００メートルとなり、その後前路を左方に横切り衝突のおそ

れがある態勢で接近している状況を認めたが、日頃、低速力で操業し

ていれば他船が自船の進路を避けてくれており、このときも、先行す

る２隻が自船を避けてくれたので、Ａも同様に自船の進路を避けてく

れるものと思い、速やかに針路を右方に転じるなど、Ａの進路を避け

なかった。 

  こうして、ｂ受審人は、０４時３６分僅か前Ａが至近に迫り機関を

全速力前進とし、左舵一杯としたものの、及ばず、Ｂは、船首が  

１２９度を向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは船首外板に擦過傷を生じたが、のちに修理され、

Ｂは右舷船首部外板に亀裂等を生じ、のちに廃船処理され、ｂ受審人
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が腰椎捻挫等を負った。 

 

（航法の適用） 

 本件は、高戸鼻東方沖合において、北上するＡと東行するＢとが衝突

したもので、衝突地点付近の海域には特別法である港則法及び海上交通

安全法の適用がないので、一般法である海上衝突予防法が適用される。 

 事実の経過で示したとおり、Ａは、航行中の動力船に該当し、Ｂは、

ひらめひき釣り漁の操業中であったものの、その漁具によって操縦性能

が制限される状態ではなかったことから、漁ろうに従事している船舶と

は認められず、航行中の動力船に該当することになる。 

 両船は、互いに視野の内にあり、互いに進路を横切り衝突のおそれが

ある態勢で接近したもので、両船の付近には、航行の支障となる障害物

や他船は存在せず、衝突のおそれがある見合い関係が生じたのち、Ｂが

避航義務を、Ａが針路及び速力の保持、警告信号並びに協力動作履行の

各義務を果たすに十分な時間的、距離的余裕があったものと認められる

ことから、本件は、海上衝突予防法第１５条によって律するのが相当で

ある。 

 

（原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、高戸鼻東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝

突のおそれがある態勢で接近した際、東行するＢが、前路を左方に横切

るＡの進路を避けなかったことによって発生したが、北上するＡが、動

静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をと

らなかったことも一因をなすものである。 

 ｂ受審人は、高戸鼻東方沖合において、操業しながら東行中、前路を

左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するＡを認めた場合、速や
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かに針路を右方に転じるなど、同船の進路を避けるべき注意義務があっ

た。ところが、同人は、日頃、低速力で操業していれば他船が自船の進

路を避けてくれており、このときも先行する２隻が自船を避けてくれた

ので、Ａも同様に自船の進路を避けてくれるものと思い、Ａの進路を避

けなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、Ａ及びＢ両船に

それぞれ損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。 

以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 ａ受審人は、高戸鼻東方沖合において、魚群を探索しながら北上中、

左舷前方にＢを認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同

船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同

人は、Ｂを初認したときにほとんど移動していないように見えたので、

一見して伊勢えび漁の揚網中の漁船であり、そのまま同船と航過距離を

保って無難に航行できるものと思い、Ｂに対する動静監視を十分に行わ

なかった職務上の過失により、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれ

がある態勢のまま接近する状況に気付かず、警告信号を行うことも、衝

突を避けるための協力動作をとることもなく進行して衝突を招き、Ａ及

びＢ両船それぞれに損傷を生じさせ、ｂ受審人を負傷させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

  

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和７年８月２７日 

     横浜地方海難審判所 



- 7 - 

        審 判 長 審 判 官  米  倉     毅 

 

             審 判 官  上  羽  直  樹 

 

             審 判 官  髙  木  省  吾 

 


